
*様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人熊本大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,251 13,704 5,547 0 （　　　　） 3月31日
千円 千円 千円 千円

174 （　特別都市手当　）

13,728 8,736 3,711 756 （単身赴任手当） 4月1日 ◇
349 （広域異動手当）

千円 千円 千円 千円

135 （　通勤手当　）

14,645 10,116 4,094 300 （　報奨金　　　）

千円 千円 千円 千円

14,260 10,116 4,094 49 （　通勤手当　）
千円 千円 千円 千円

14,234 10,116 4,094 24 （　通勤手当　） 3月31日
千円 千円 千円 千円

14,260 10,116 4,094 49 （　通勤手当　） 3月31日
千円 千円 千円 千円

3,600 3,600 0 0 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

24 （　通勤手当　）

12,992 8,736 3,536 696 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400 0 0 （　　　　）

A理事

E理事

B理事

D理事

理事
（非常勤）

前職

監事

監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

C理事

法人の長

平成２０年度においては、役員報酬基準の改定は行っていない。

法人の長と同じ。

役員の報酬については、「役員給与規則」において学長にあっては国立大学法人評
価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し、また、学長以外の常勤役員にあって
は、同委員会における業績評価及び個々の役員の業務に対する貢献度等を総合的に
勘案して賞与（期末特別給）を１０％の範囲内で増減できることとしている。な
お、平成２０年度においては、役員賞与の増減は行っていない。

法人の長と同じ。

法人の長と同じ。

法人の長と同じ。

注１　「特別都市手当」とは、従前の在勤地で特別都市手当に相当する手当を受給していた者が引き続き本学の役員となった
場合に、異動保障として支給される手当である。
注２　「報奨金」とは、研究活動において多額の外部資金を獲得し、又は受け入れた者に対して行われる特別表彰に併せて支
給されるものである。
注３　「前職」欄の「◇」は、役員出向者（独立行政法人等役員となるために本府省課長・企画官相当職以上で退職をし、か
つ引き続き独立行政法人等役員として在職する者）であることを示す。
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３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

8,565 5 0 H21.3.31 －

千円 年 月

2,950

（47,474）

2

(33)

4

(0)
H21.3.31 －

千円 年 月

該当なし

注記：
　理事については、役員在職期間を役員退職手当規則に適用させて算出した金額を記載するとともに、括弧内
に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の
在職期間として算出した金額を記載した。

国立大学法人熊本大学役員
退職手当規則第３条第２項に
定める役員の業績に対する退
職手当増減の額は、経営協議
会の議を経て業績評価「１」と
決定されたことにより、増額も
減額もなされていない。
よって、当人の退職手当額
は、同規則第３条第１項により
決定された。

国立大学法人熊本大学役員
退職手当規則第３条第２項に
定める役員の業績に対する退
職手当増減の額は、経営協議
会の議を経て業績評価「１」と
決定されたことにより、増額も
減額もなされていない。
よって、当人の退職手当額
は、同規則第８条第１項により
決定された。

法人での在職期間

法人の長

理事

監事

摘　　要
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

給与：昇給

制度の内容

平成１８年度に国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与制度の見直しを行った
ことにより、平成２０年度においては、平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日ま
での勤務成績に応じて、０～７号給（５５歳以上の者は０～３号給）の範囲内で昇給
させることができるものとした。

給与：昇格

賞与：勤勉手当
（査定分）

勤務成績が良好で、かつ、昇格基準に達している場合は、その者の資格に応じ
て、上位の級に昇格させることができることとしている。

基準日（６月１日及び１２月１日）以前６か月以内の期間における人事評価の結果、
勤務成績等を踏まえ、これらの勤務成績に応じた支給割合（成績率）を適切に反
映させることとしている。

平成１６年度に策定した中長期的な人事管理計画の基本方針を踏まえ、各年度ごとの実施計画に
基づく効率的な職員配置を行い適切な人員管理を行うとともに、人件費の所要額を見通した財政
計画を策定することにより人件費削減を図る。

職員の給与水準については、独立行政法人通則法の準用により「社会一般の情勢に適合したも
のとなるよう定めなければならない」とされ、また、閣議決定（20.11.14）においても「役職員の給与
改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水
準とするよう要請する」とされていることから、人事院勧告は職員の給与水準を決定するうえで最も
有力な参考材料と考えている。

 職員の勤務成績の判定については、職員個々の能力及び勤務成績等が適切に給与に反映する
よう努めることとし、勤務成績の判定要素及び勤務成績不良者の判断基準を明確に示すことで公
正、かつ、透明性の高い人事評価システムを構築することとしている。

１．平成２０年９月２９日からの改正点
　　学校教育法の改正に伴い、新職種として平成２０年１０月１日付けで附属小学校と附属中学校に主幹
　教諭を配置したが、県との交流の関係から新たな給与表を設定せず、教育業務連絡指導手当の新設
　により措置した。

２．平成２０年１２月３日からの改正点
　　入試等の休日勤務の振替を同日週以外へ行った場合の超過勤務手当の支給割合として25/100の
　区分を新たに追加した。

３．平成２０年１２月２６日からの改正点
　　平成21年1月1日の組織改編に伴う職名変更に係る管理職手当表を改正した。

４．平成２１年２月１日からの改正点
　　平成21年2月1日から導入した育児・介護短時間勤務制度に伴い、基本給、諸手当、昇給期間、
　期末・勤勉手当に係る在職期間・勤務期間及び退職手当の勤続期間に関する部分の改正を行
　った。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1766 43.9 6,833 4,916 55 1,917
人 歳 千円 千円 千円 千円

409 41.8 5,428 3,948 71 1,480
人 歳 千円 千円 千円 千円

824 48.5 8,592 6,134 51 2,458
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

371 36.7 4,853 3,527 40 1,326
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 47.7 5,272 3,843 100 1,429
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 43.8 7,243 5,287 61 1,956
人 歳 千円 千円 千円 千円

38 42.3 6,860 5,029 63 1,831
人 歳 千円 千円 千円 千円

78 40.3 5,275 3,820 60 1,455
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 51.1 5,844 4,257 66 1,587
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

190 34.1 4,108 3,129 53 979
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 49.2 3,550 2,613 96 937
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 41.1 6,231 4,544 52 1,687
人 歳 千円 千円 千円 千円

93 27 3,718 2,773 35 945
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 56.5 4,039 2,985 88 1,054
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 28.2 3,692 2,750 63 942
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 37.3 7,102 7,102 16 0

注10：非常勤職員については、「医療職種（病院医師）」は該当者がいないため表の作成を省略した。

注９：再任用職員については、「教育職種（大学教育）」、「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」
　　　は該当者がいないため表の作成を省略した。

非常勤職員

事務・技術

再任用職員

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：在外職員は該当者がいないため、表の作成を省略した。
注３：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」、「任期付職員」及び「再任用職員」について
　　　は、該当者が２人以下のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　人数以外は記載していない。

注４：常勤職員の「教育職種（附属高校教員）」とは、附属養護学校教員をいう。
注５：常勤職員の「教育職種（附属義務教育学校教員）」とは、附属小・中学校教員及び附属幼稚園教員をいう。
注６：常勤職員の「その他医療職種（医療技術職員）」とは、病院以外に勤務する臨床検査技師をいう。

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

注７：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」とは、病院以外に勤務する看護師をいう。

注８：任期付職員については、「事務・技術」、「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」は
　　　該当者がいないため表の作成を省略した。

特定事業教員

医療職種
（病院医師）

その他医療職種
(医療技術職員)

事務・技術

教育職種
(附属高校教員)

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

その他医療職種
(看護師)

任期付職員

常勤職員

区分 うち賞与平均年齢
平成19年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内人員

医療職種
（病院看護師）

教育職種
(附属義務教育学校教員)

医療職種
(病院医療技術職員)

事務・技術

教育職種
（大学教員）

診療助手
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[ 年俸制適用者]
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 36.5 6,874 6,874 20 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 37.3 7,102 7,102 16 0
特定事業教員

注１：常勤職員、在外職員及び再任用職員は該当者がいないため表の作成を省略した。

非常勤職員（年俸制）

注13：非常勤職員の「特定事業教員」とは、外部資金等による特別事業又は教育研究プロジェクト事業等において、
　　　研究又は研究支援を行うほか、当該研究又は研究支援の分野に属する授業、研究指導又は授業補助に従事
　　　する職員をいう。

注12：非常勤職員の「診療助手」とは、病院において医員及び医員(研修医)の指導、臨床教育の補助並びに診療
　　　に従事し、必要に応じ、診療に関する研究に従事する職員をいう。

任期付職員(年俸制)

教育職種
（大学教員）

注２：任期付職員（年俸制）については、「事務・技術」、「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」は
　　　該当者がいないため表の作成を省略した。

診療助手

注11：非常勤職員の「技能・労務職種」とは、用務員、看護助手、教務助手、薬剤助手、電話交換手及び自動車
　　　　運転手をいう。
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②

○事務・技術職員

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

4 57.3 - 9,502 -

21 52.8 7,546 7,967 8,351

44 53.1 6,594 6,792 6,915

161 45.8 5,484 5,873 6,399

64 40.7 4,483 5,009 5,430

115 30.1 3,194 3,658 3,868

注：　２０－２３歳の年齢階層については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるお
それのあることから、平均給与額、第１四分位及び第３分位の折れ線グラフの表示を省略している。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職員、
任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均人員

　　主　　任

分布状況を示すグループ 平均年齢

注：　部長の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与額の
第１・第３分位については、表示していない。

　　部　　長

　　課　　長

　　係　　員

　　副課長

　　係　　長

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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○教育職員（大学教員）

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

311 54.9 9,579 10,380 11,061

253 47.0 7,804 8,220 8,700

66 46.8 7,346 7,755 8,315

189 40.6 5,937 6,284 6,707

5 46.3 6,035 6,133 6,494

分布状況を示すグループ 平均年齢人員 平均

　　教　　授

　　准教授

　　講　　師

　　助　　手

　　助　　教

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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○医療職員（病院看護師）

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1 － － － －

3 55.2 － 7,815 －

31 51.0 6,327 6,676 7,061

74 44.4 5,174 5,744 6,330

262 32.5 3,711 4,281 4,681

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

看護部長

副看護部長

看護師長

副看護師長

看護師

注：　看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与
の平均額は、表示していない。

注：　２０－２３歳の年齢階層については、該当者が１名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
れのあることから、平均給与額、第１四分位及び第３分位の折れ線グラフの表示を省略している。

注：　副看護部長の該当者は３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給
与額の第１・第３分位については、表示していない。
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③

○事務・技術職員

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級

標準的 事務局長 事務局長 部長 課長 課長
副課長

な職位 部長 技術専門員
人 人 人 人 人 人

409 該当者なし 該当者なし 3 5 27
（割合） （　 　　%） （　 　　%） (  0.7%  ) (  1.2%  ) (  6.6%  )

歳 歳 歳 歳 歳

～ ～ 59～51 59～48 59～39

千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ 7,969～6,651 6,756～5,980 6,707～4,877

千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ 10,915～9,396 9,090～8,221 8,959～6,840

区分 計 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 副課長 係長 主任 係員
係長 主任 係員 技術職員

な職位 技術専門員 技術専門職員 技術職員
人 人 人 人 人

55 196 59 64
（割合） (  13.4%  ) (  47.9%  ) (  14.4%  ) (  15.6%  )

歳 歳 歳 歳

59～46 59～34 40～28 44～21

千円 千円 千円 千円

5,848～4,233 5,041～3,050 3,661～2,473 3,099～2,020

千円 千円 千円 千円

8,013～5,905 6,885～4,186 4,981～3,390 4,180～2,662

○教育職員（大学教員）

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 教授 准教授 講師 助教 教務職員
な職位 准教授 助手

人 人 人 人 人 人

824 311 253 66 194 該当者なし
（割合） (  37.7%  ) (  30.7%  ) (   8.0%  ) (  23.5%  ) （　 　　%）

歳 歳 歳 歳 歳

64～41 64～32 62～32 63～28 ～

千円 千円 千円 千円 千円

10,305～5,6386,985～3,952 6,510～4,463 5,504～3,282 ～

千円 千円 千円 千円 千円

13,990～7,9869,726～5,550 9,038～6,178 7,441～4,367 ～

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～
最低)

人員

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病
院看護師））

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)
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○医療職員（病院看護師）

区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級

標準的 看護部長 看護部長 副看護部長 看護師長 副看護師長

な職位 副看護部長 看護師長
人 人 人 人 人 人

371 該当者なし 1 3 24 81
（割合） （　 　　%） (  0.3%  ) (  0.8%  ) (   6.5%  ) (  21.8%  )

歳 歳 歳 歳 歳

～ ～ 59～51 59～38 58～30

千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ 5,797～5,413 5,150～3,911 5,000～2,790

千円 千円 千円 千円 千円
～ ～ 8,105～7,544 7,377～5,559 7,019～3,898

区分 計 ２級 １級

標準的 看護師 准看護師
な職位 助産師

人 人 人

262 該当者なし
（割合） (  70.6%  ) （　 　　%）

歳 歳

58～23 ～

千円 千円

4,752～2,409 ～

千円 千円

6,613～3,317 ～

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～
最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)

注：　６級における該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年
齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。
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④

○事務・技術職員

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.2 65.6 64.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.8 34.4 35.5

％ ％ ％

         最高～最低 45.7～32.2　　 43.0～29.7　　 43.7～32.2　　

％ ％ ％

65 67.8 66.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35 32.2 33.5

％ ％ ％

         最高～最低 41.1～31.3　　 37.9～28.1　　 37.5～30.0　　

○教育職員（大学教員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

61.6 64.7 63.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.4 35.3 36.8

％ ％ ％

         最高～最低 46.4～32.6　　 45.6～29.9　　 44.4～31.3　　

％ ％ ％

65 67.6 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35 32.4 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 49.1～31.6　　 39.0～28.8　　 44.1～30.2　　

○医療職員（病院看護師）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

57.4 61.7 59.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.6 38.3 40.4

％ ％ ％

         最高～最低 46.8～41.1　　 39.7～37.9　　 43.2～39.4

％ ％ ％

63.1 66.3 64.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.9 33.7 35.3

％ ％ ％

         最高～最低 41.1～32.1　　 37.9～29.0　　 39.4～31.0　　

賞与（平成１９年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病
院看護師））

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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⑤

83.3

93.9

95.7

94.3

97.1

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

対他の国立大学法人等（教育職員（大学教員）)

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育
職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対国家公務員（医療職（三））

対他の国立大学法人等（医療職員（病院看護師)）

対国家公務員（行政職（一））

対他の国立大学法人等（事務・技術職員)
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８９．５

参考 学歴勘案　　　　　　 ８２．２

地域・学歴勘案　　　８８．９

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 ９４．１

参考 学歴勘案　　　　　 　９２．８

地域・学歴勘案　　　９２．５

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　　９１．９

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成20年度の

　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　　なお、昨年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準

　（年額）の比較指標である。

指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

対国家公務員　　８３．３

【累積欠損額について】
累積欠損額　０円（平成19年度決算）

【検証結果】

項目 内容

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　45.3％
（国からの財政支出額　21,402百万円、支出予算の総額 47,242百万円：平成２０
年度予算）

【検証結果】
本学においては、基本的に国家公務員の給与水準を参考としており、対国家公
務員指数も、８３．３である。さらに、地域及び人員の学歴構成についても、対国
家公務員指数を下回っている。これらから、職員の給与水準について、社会一
般の情勢に適合しなければならないとされている独立行政法人通則法及び閣議
決定の趣旨に則しており、本学の給与水準は適切であると考える。

講ずる措置
引き続き国家公務員の給与水準を参考としていく。

講ずる措置
引き続き国家公務員の給与水準を参考としていく。

項目

指数の状況

内容

対国家公務員　　９３．９

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　45.3％
（国からの財政支出額　21,402百万円、支出予算の総額 47,242百万円：平成２０
年度予算）

【検証結果】
本学においては、基本的に国家公務員の給与水準を参考としており、対国家公
務員指数も、９３．９である。さらに、地域及び人員の学歴構成についても、対国
家公務員指数を下回っている。これらから、職員の給与水準について、社会一
般の情勢に適合しなければならないとされている独立行政法人通則法及び閣議
決定の趣旨に則しており、本学の給与水準は適切であると考える。

　給与水準の適切性の
　検証

　給与水準の適切性の
　検証

【累積欠損額について】
累積欠損額　０円（平成19年度決算）

【検証結果】
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17年
度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

15,893,367 15,046,519 14,964,245 14,832,763

△ 5.3 △ 5.8 △ 6.7

△ 5.3 △ 6.5 △ 7.4

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。

注：　「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上し
ている。

最広義人件費

103,1932,270,606 2,209,131
福利厚生費

(  4.8  )

注：　「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に
係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「１７役員及び教職員
の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

(  6.7  )23,288,431 22,963,208 325,223 1,462,159(  1.4  )

61,475 ( 2.8  )

※注：　「人件費削減率(補正値)」とは、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人事
院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平成１８年、平成１９年、平成
２０年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ　0%、0.7%、0%である。

※注：　基準年度（平成１７年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算
出した平成１７年度人件費予算相当額である。

人件費削減率（補正値）
（％）

人件費削減率
（％）

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

総人件費改革の取組状況

　「給与、報酬等支給額」については、平成１８年度に国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与制度の見
直しを行ったことにより、平成２０年度においては、対前年度比△0.9%（△131,482千円）の削減となった。

　「最広義人件費」については、対前年度比1.4%（325,223千円）の増加となった。
　その内訳として、
　　「退職手当支給額」については、定年退職を含む退職者が前年度に比べると△13.4%（△20名）減であった
ことから、対前年度比△18.2%（△353,386千円）の削減となった。
　　「非常勤役職員等給与」については、外部資金等による有期雇用職員の雇用増加及び業務委託の増加
に伴う派遣職員の増員並びに賞与引当金の繰入により対前年度比9.0%（348,004千円）の増加となった。
　　「福利厚生費」については、給与、報酬等支給総額は削減されたものの、非常勤役職員等給与の増加に
伴い、対前年度比△0.2%（△4,845千円）の増加となった。

　今後の総人件費改革の取組としては、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示
された総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成１７年度の常勤役員報酬（基本給、諸手当）及び常勤職員給
与（基本給、諸手当、超過勤務手当）に係る人件費予算相当額（15,893,367千円）について、平成２１年度ま
でに概ね４％の削減を図ることとしている。

　上記方針の取組状況について、平成１８年度においては、給与報酬支給総額は、15,046,519千円であった
ことから、基準年度から平成１８年度までの人件費の削減率（対人件費予算相当額）は、△5.3%となった。
　平成１９年度においては、給与報酬支給総額は、14,964,245千円であったことから、基準年度から平成１９年
度までの人件費の削減率（対人件費予算相当額）は、△5.8%となった。
　平成２０年度においては、給与報酬支給総額は、14,832,763千円であったことから、基準年度から平成２０年
度までの人件費の削減率（対人件費予算相当額）は、△6.7%となった。

( 19.4  )
非常勤役職員等給与

△ 131,48214,832,763

1,583,919

748,618

退職手当支給額

4,601,143 3,852,525

1,937,305 △ 353,386

△ 475,214

中期目標期間開始時（平成
16年度）からの増△減

1,924,119 ( 71.9  )

（ △3.1  ）（ △0.9  ）

比較増△減

△ 89,939（ △18.2  ） ( △5.4  )

14,964,245
給与、報酬等支給総額

区　　分
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